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「
名
越
時
敏
（
左
源
太
）」
小
考
（
二
）

                   —
 “

誤
説
”
の
訂
正
な
ど —

内
　
倉
　
昭
　
文
　

　
は
じ
め
に

　

黎
明
館
（
調
査
史
料
室
）
で
は
、
原
則
と
し
て
毎
年
二
冊
『
鹿
児
島
県
史
料
』
を

刊
行
（「
旧
記
雑
録
分
野
」
と
「
幕
末
維
新
分
野
」）
し
て
い
る（
１
）が
、
そ
の
う
ち
後
者
は
、

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
継
続
し
て
「
名
越
時
敏
史
料
」
を
刊
行
し
て
い
る（

２
）。

　

こ
の
名
越
時
敏
（
左
源
太
）
に
つ
い
て
は
、
従
来
幕
末
期
に
奄
美
の
豊
か
な
自
然

や
風
俗
等
を
描
い
た
「
南
島
雑
話
」
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
の
研

究
で
、
時
敏
の
純
粋
な
著
作
部
分
は
そ
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
周
知
さ
れ
つ
つ
あ
る（

３
）。

　

ま
た
、
姓
氏
の
「
名
越
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
現
在
一
般
的
な
「
な
ご
え
」
や

「
な
ご
し
」
と
誤
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
々
見
受
け
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て

は
、
既
に
拙
稿
に
て
「
な
ご
や
」
以
外
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
、
明
確
に
指
摘
さ

せ
て
い
た
だ
い
た（

４
）。
仮
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
状
況
を
窺
う
と
、
現
在
で
は
多
く

が
「
な
ご
や
」
と
適
切
に
読
ん
で
お
り
、
こ
の
読
み
方
が
“
主
流
”
と
な
っ
て
い
る

と
判
断
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
時
敏
に
関
連
し
て
は
、
こ
れ
以
外
に
も
不
適
切
あ
る
い
は
不
正
確
な
情
報

も
、
依
然
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

以
下
、
そ
の
い
く
つ
か
の
例
を
取
り
上
げ
て
、
検
討
を
加
え
た
い
。

一
　
「
南
島
雑
話
」
の
著
者
の
“
解
明
”
等
に
つ
い
て

　

こ
れ
に
関
し
て
も
、
従
来
、「
南
島
雑
話
」
の
著
者
が
名
越
左
源
太
（
時
敏
）
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
の
は
、
永
井
亀
彦
氏
（『
高
崎
崩
の
志
士 

名
越
左
源
太

翁
』
一
九
三
四
年
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
既
に
拙
稿
の
中
で
、
見

直
し
の
必
要
性
も
示
唆
し
た（

５
）。

　

そ
れ
は
、
黎
明
館
が
所
蔵
す
る
「
奄
美
史
談
」（
明
治
二
十
四
年
緒
言
の
草
稿
本
の

写
本
）
の
記
述
（「
名
越
左
源
太
某
、
著
ハ
ス
所
ノ
南
島
画
譜
」）
を
根
拠
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
「
南
島
画
譜
」
は
、「『
南
島
雑
話
』
の
一
部
を
示
す
と
推

定
さ
れ
る（

６
）」
と
の
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
永
井
亀
彦
氏
よ
り
も
っ
と
早
い
時
期
か
ら
、

「
奄
美
史
談
」
の
著
者
都
成
植
義
氏
な
ど
一
部
研
究
者
の
間
で
は
、
既
に
「
南
島
雑

話
」
の
（
部
分
的
な
）
著
者
と
し
て
、
名
越
左
源
太
の
名
前
が
認
識
さ
れ
て
い
た
可

能
性
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、「
名
越
時
敏
史
料
」
の
編
集
・
刊
行
業
務
を
継
続
す
る
中
で
、
そ
れ
は

確
信
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

鹿
児
島
に
お
い
て
、
明
治
二
十
年
代
に
は
島
津
家
の
史
料
編
さ
ん
事
業
が
本
格

的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
、
名
越
時
敏
の
著
作
が
注
目
さ

れ
、
そ
の
写
本
が
多
数
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
現
在
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
が
所
蔵
す
る
い
わ
ゆ
る
「
島
津
家
本
」
の
中
で
、
東
京
（
具
体
的
に
は
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袖
ヶ
崎
島
津
家
役
館
、
現
在
の
清
泉
女
子
大
学
構
内
）
で
筆
写
さ
れ
る
以
前
の
“
古
い
”

段
階
の
写
本
に
は
、
奥
付
の
記
載
が
な
い
。
そ
の
代
表
的
な
史
料
が
、「
名
越
時
敏

日
史
」
や
「
続
常
不
止
集
」（
一
部
の
「
西
村
天
囚
旧
蔵
本
」
を
除
く
）
等
で
あ
る
。

　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
所
蔵
す
る
「
寺
社
調
」
の
筆
者
は
、
田
原
直
助
（
昇
平

丸
を
建
造
す
る
な
ど
技
術
者
・
科
学
者
と
し
て
著
名
）
と
の
こ
と
で
あ
る（
７
）
が
、
こ
の
直

助
は
一
方
で
、「
名
越
時
敏
日
史
」
の
多
く
の
部
分
を
筆
写
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ

の
極
め
て
特
徴
的
な
字
か
ら
、
強
く
推
測
さ
れ
る
（
時
敏
と
も
交
友
が
あ
り
、「
名

越
時
敏
日
史
」
に
も
登
場
す
る
人
物
で
も
あ
る
）。
こ
の
田
原
直
助
は
、
明
治
二
十
九

（
一
八
九
六
）
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る（
８
）の
で
、「
名
越
時
敏
日
史
」
の
筆
写
は
、
遅
く

と
も
明
治
二
十
年
代
に
は
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
「
常
不
止
集
総
目
録
」

の
巻
末
に
は
「
此
ノ
惣
目
録
名
越
篤（

マ
マ
）氏
ノ
蔵
本
也
二（
明
治
カ
）
十
七
年
十
一
月
写
置
」（
早

い
時
期
の
名
に
篤
烈
が
あ
る
）
と
あ
り
、
同
じ
く
同
所
所
蔵
の
「
熊
本
要
略 

要
用

集
抄 

当
番
頭
座
書
付
合
本
」
に
は
、「
名
越
泰
蔵
氏
写
本
ヲ
以
写
之 
明
治
廿
六
年
」

と
あ
る
（
泰
蔵
は
晩
年
の
名
）。

　

こ
れ
ら
の
情
報
等
か
ら
、
名
越
時
敏
の
複
数
の
著
作
・
編
さ
ん
物
の
筆
写
が
、
遅

く
と
も
明
治
二
十
年
代
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、「
市

来
四
郎
君
自
叙
伝（

９
）」
に
言
う
「
江
戸
三
田
邸
及
大
坂
旧
邸
焼
亡
」
や
「
廃
藩
の
際
県

令
大
山
綱
良
氏
公
記
の
焼
棄
」、「
明
治
十
年
の
兵
燹
」
等
、「
度
々
の
事
変
」
等
に

よ
る
「
御
記
録
類
」
の
悲
惨
な
残
存
状
況
に
、
市
来
は
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
関
係
者

が
強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
補
う
有
力
な
史
料
の
一

つ
と
し
て
、
幕
末
期
の
藩
政
に
関
す
る
重
要
な
情
報
に
接
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
か

つ
、
非
常
に
“
筆
ま
め
”
で
、
数
十
年
に
及
ん
で
多
く
の
著
作
・
編
さ
ん
物
を
遺
し

た
時
敏
が
、
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
た
と
し
て
も
、
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

「
南
島
雑
話
」
の
浄
書
本
（
現
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
本
）
が
、「
明
治
中
期
に
、

お
そ
ら
く
名
越
家
か
そ
の
縁
者
か
ら
島
津
公
爵
家
に
献
上
さ
れ
た）

（1
（

」
の
は
、
こ
の
よ

う
な
中
で
の
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
に
、
前
述
の
「
奄
美
史
談
」
の
情
報
を
加
味
し
て
勘
案
し
た

場
合
に
は
、
遅
く
と
も
既
に
明
治
中
期
頃
に
お
い
て
は
、「
南
島
雑
話
」
の
著
者
が

時
敏
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
一
定
程
度
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
永
井
亀
彦
氏
の
時
敏
に
関
す
る
先
駆
的
な
研
究
や
、
そ
こ
に
至
る
努

力
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
く
、
現
在
で
も
、
全
体
と
し
て
そ
れ
を
し
の
ぐ
基

本
的
文
献
は
お
目
に
か
か
れ
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
正
し

く
は
、
永
井
亀
彦
氏
は
「
南
島
雑
話
」
の
著
者
の
“
確
認
者
”
で
は
な
く
、“
再
確

認
者
”
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
　
名
越
時
敏
の
「
生
ま
れ
（
出
身
地
）
」
に
つ
い
て

　

戦
前
か
ら
戦
後
す
ぐ
の
時
期
に
か
け
て
の
時
敏
研
究
の
第
一
人
者
永
井
亀
彦
氏
の

著
作
を
始
め
と
し
て
、
戦
後
の
主
要
文
献
の
多
く
が
、
名
越
時
敏
の
出
身
を
「
下
龍

（
竜
）
尾
町
」
と
し
て
い
る
。
私
自
身
、
何
の
疑
い
も
な
く
、
黎
明
館
広
報
紙
等
に

お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
表
記
を
行
っ
た
時
期
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
本
当
に
適

切
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
。

　

名
越
時
敏
家
の
本
宅
は
、
住
宅
地
図
そ
の
他
で
確
認
す
る
と
、
現
在
の
表
記
で
は

春
日
町
内
で
あ
る
。
一
方
別
宅
（「
野
屋
敷
」）
は
、
皷
川
町
（
た
ん
た
ど
う
）
に
な
る
。

で
は
遡
る
と
い
か
が
か
。
春
日
町
は
、
以
前
は
「
春
日
小
路
町
（
も
と
は
坂
元
（
本
）
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村
の
一
部
）」
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
永
井
亀
彦
氏
は
、『
高
崎
崩
の
志
士 

名
越
左
源
太
翁
』（
昭
和
九

（
一
九
三
四
）
年
）
で
は
、「
当
時
名
越
家
の
本
邸
は
、
下
龍
尾
町
の
上
馬
場
に
あ
つ

た
」
と
記
述
し
、「
名
越
左
源
太
翁
小
伝
」（『
高
崎
く
づ
れ
大
島
遠
島
録
』（
西
南
文

化
協
会
、
昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
）
で
は
、（
左
源
太
翁
は
）「
鹿
児
島
市
下
竜
尾

町
に
生
れ
」
と
記
述
し
て
い
る）

（1
（

。

　

一
方
、
前
者
に
近
い
刊
行
時
期
の
、「
昭
和
６
年
地
番
入
鹿
児
島
市
案
内
図
」

（
黎
明
館
所
蔵
）
を
見
て
も
、
名
越
家
本
宅
跡
は
「
春
日
町
」
と
な
っ
て
い
る
。
も

し
、
過
去
の
町
区
画
あ
る
い
は
町
名
の
変
遷
の
中
で
、
名
越
家
本
宅
が
一
度
も
下
龍

（
竜
）
尾
町
に
属
し
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
誤
説
と
な
る
。
ま
た
、
少
な
く

と
も
現
在
は
春
日
町
で
あ
る
の
で
、
こ
の
表
記
は
誤
解
を
生
む
。

　

こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
考
え
て
み
た
い
。
一
般
的
に
よ
く
間
違
え
る
と
こ
ろ

で
は
あ
る
が
、「
生
ま
れ
」
と
「
出
身
地
」
の
両
者
に
つ
い
て
は
、
本
来
は
厳
密
な

区
別
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
現
在
に
お
い
て
も
、
現
住
所
と
異
な
り
遠
く
離

れ
た
母
方
で
生
ま
れ
る
ケ
ー
ス
な
ど
は
、
数
多
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

仮
に
時
敏
を
こ
の
ケ
ー
ス
に
当
て
は
め
る
こ
と
を
試
み
た
場
合
、
よ
り
複
雑
な
状

況
が
見
え
て
く
る
。

　

諸
武
鑑
等
に
よ
れ
ば
、
時
敏
の
父
盛
胤
は
町
田
久
輔
家
の
出
身
で
、
名
越
盛
尚
の

娘
と
結
婚
し
養
子
に
入
っ
て
い
る
（
養
子
に
入
る
の
が
先
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
）。

ま
た
、
そ
の
う
ち
「
玉
里
文
庫
本
」
の
「
薩
陽
武
鑑 

全
」
に
よ
れ
ば
、
町
田
久
輔

家
は
諏
訪
馬
場
の
戸
柱
橋
の
近
く
で
あ
り
、
そ
の
場
所
は
現
在
の
清
水
町
に
あ
た
る
。

こ
の
場
合
も
「
下
龍
（
竜
）
尾
町
」
は
想
定
で
き
な
い
。

　

一
方
、
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
に
作
成
さ
れ
た
「
名
越
左
源
太
親
族
付
帳）

（1
（

」
で

は
、「（
父
）
母
」
の
と
こ
ろ
で
「
当
年
四
十
六
歳　

本
人
同
人
（
注
：
左
源
太
）
継

母
右
右
膳　

妻
」
と
あ
る
。
一
方
、「
名
越
時
敏
日
史
」
に
は
文
久
二
（
一
八
六
二
）

年
正
月
の
と
こ
ろ
に
、「
母
上
様
当
年
御
歳
五
十
八
歳
」
と
あ
る）

（1
（

の
で
、
こ
の
両
方

の
史
料
の
「
母
」
は
、
お
そ
ら
く
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
嘉
永
三
年

の
段
階
で
、
既
に
時
敏
の
実
母
は
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
こ
れ

に
関
し
て
は
、「
常
不
止
集
」（
六
之
巻
）
の
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
七
月
十
五
日

の
条
に
、「
一
昨
年
母
上
様
御
死
去
の
哀
を
絶
兼
て
」「
哀
な
り
五

（
朱
書
）「
マ
マ
」
十
の
坂
に
ふ
ミ
か
ゝ

り　

こ
ゑ
な
く
き
ゆ
る
露
の
命
ハ
」
と
詠
じ
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

こ
の
亡
く
な
っ
た
母
（
時
敏
の
実
母
ヵ
）
が
、
名
越
盛
尚
の
娘
で
あ
る
可
能
性
が

比
較
的
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
現
時
点
で
本
当
の
実
母
及
び

そ
の
実
家
の
所
在
地
は
不
明
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
が
存
在
し
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
「
下
龍
（
竜
）
尾

町
」
と
い
う
表
記
が
な
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、

「
名
越
家
本
宅
」
の
所
在
地
を
想
起
す
る
の
に
、
面
し
た
通
り
の
名
前
の
「
大
龍

（
竜
）
寺
馬
場
」（
当
時
の
下
龍
（
竜
）
尾
町
の
境
界
線
の
一
部
）
を
強
く
意
識
し
た
場

合
、
そ
れ
に
“
引
き
ず
ら
れ
た
”
可
能
性
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
一
応
の
結
論
と
し
て
、「
下
龍
（
竜
）
尾
町
」
の
根
拠
が
は
っ
き
り
し
な

い
の
で
あ
れ
ば
、「（
現
在
の
）
春
日
町
」（
出
身
、
生
ま
れ
）
と
す
る
か
、
は
た
ま
た
「
上

町
」
あ
る
い
は
「
鹿
児
島
城
下
」（
出
身
、
生
ま
れ
）
と
す
る
に
留
め
る
か
、
配
慮
も

必
要
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
私
自
身
そ
の
近
辺
の
地
理
に
も
歴
史
に
も
特
に
明
る
い
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
を
何
か
お
持
ち
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
、
御
遠
慮

な
く
御
教
示
い
た
だ
き
た
い
。
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三
　
息
子
時
成
に
つ
い
て

　

（
一
）
続
柄
に
つ
い
て

     
以
下
は
、
既
に
拙
稿
「
研
究
ノ
ー
ト
②　

名な
ご
や
と
き
な
り

越
時
成
に
つ
い
て）

（1
（

」
で
部
分

的
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
新
た
な
情
報
を
加
え
て
紹
介
し
た
い
。　
　

　
　

名
越
時
成
は
、「
名
越
時
敏
日
史
」（
日
史
第
五）

（1
（

）
に
よ
る
と
、
弘
化
四

（
一
八
四
七
）
年
九
月
二
十
四
日
に
時
敏
（
左
源
太
）
の
嫡
男
と
し
て
生
ま
れ

て
い
る
。
時
成
は
、
時
敏
の
長
男
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い

が
、
厳
密
に
言
え
ば
正
確
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
時
敏
の
著
作
「
常
不
止

集
」（
三
十
六
之
巻）

（1
（

）
に
よ
れ
ば
、
天
保
十
五
（
一
八
四
四
）
年
四
月
に
、
一

歳
に
も
満
た
な
い
嫡
男
源
太
郎
が
、
流
行
し
て
い
た
疱
瘡
（
天
然
痘
）
に
か

か
り
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
幼
名
「
源
太
郎
」
は
、
全
て
と
は

言
え
な
い
が
、
時
敏
を
含
め
て
代
々
嫡
男
に
受
け
継
が
れ
て
い
る）

（1
（

）。
      

も
ち
ろ
ん
、
時
敏
の
日
記
類
が
現
在
ま
で
間
断
な
く
全
て
伝
え
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
厳
密
に
言
え
ば
、
時
成
は
二
男
以
下
で
あ
る
と
い

う
言
い
方
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
な
お
嫡
男
と
言
え
ば
、
間
違
い
で
は
な

い）
11
（

。

      

少
し
話
が
逸
れ
る
が
、
時
成
の
幼
名
に
つ
い
て
も
、
前
述
の
「
黎
明
館
だ

よ
り
」
中
の
拙
稿
で
既
に
触
れ
て
い
る
。
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
前
掲
「
名

越
左
源
太
親
族
付
帳
」
で
は
、「
嫡
子
」
と
し
て
「
名
越
壮
之
進
」
と
の
記

述
が
見
ら
れ
、
時
成
の
幼
名
が
「
壮
之
進
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、「
続
常
不
止
集
」（
十
四
之
巻）

1（
（

）
の
、
弘
化
四
（
一
八
四
七
）

年
九
月
晦
日
の
条
に
、（
九
月
二
十
四
日
に
生
ま
れ
た
）「
嫡
子
儀
今
日
よ
り
壮

之
進
と
名
相
付
候
、　

父
上
様
之
御
幼
名
ニ
而
候
」
と
あ
る
。

　　

（
二
）
年
齢
に
つ
い
て

　
　

留
学
後
に
、
大
き
な
業
績
や
ユ
ニ
ー
ク
な
足
跡
を
残
し
た
人
物
の
陰
に

あ
っ
て
、
余
り
目
立
た
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
が
、
周
知
の
と
お
り
、
名

越
時
成
は
薩
摩
藩
英
国
留
学
生
の
一
人
で
あ
る
。
特
に
平
成
二
十
五
（
二
○

一
五
）
年
は
、
そ
の
派
遣
か
ら
百
五
十
周
年
と
い
う
こ
と
で
、
全
般
的
に
注

目
を
浴
び
た
。

　
　

そ
の
際
に
、
留
学
生
達
の
（
派
遣
時
の
）
年
齢
が
紹
介
さ
れ
る
機
会
も
見

受
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
中
で
、
名
越
時
成
の
年
齢
に
疑
問
を
感
じ
る
ケ
ー
ス

も
少
な
く
な
か
っ
た
。

      

以
下
、
英
国
留
学
生
に
つ
い
て
触
れ
た
主
要
な
文
献
に
掲
載
さ
れ
た
も
の

を
紹
介
す
る
。

    

・「
十
九
歳
」
と
記
載
し
た
も
の  

　
　

『
薩
藩
海
軍
史 

中
巻
』（
公
爵
島
津
家
編
纂
所
）

    

・「
二
十
一
歳
」
と
記
載
し
た
も
の

　
　

『
鹿
児
島
県
史 

第
三
巻
』（
鹿
児
島
県
）

　
　

門
田
明
『
若
き
薩
摩
の
群
像 —

サ
ツ
マ
・
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
の
生

涯—

』（
春
苑
堂
出
版
、
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
）

　
　

犬
塚
孝
明
『
薩
摩
藩
英
国
留
学
生
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
九

（
一
九
七
四
）
年
）

　
　

こ
れ
に
対
し
て
、
実
際
は
い
か
が
か
。

　
　

前
述
の
三
つ
の
史
料
（「
名
越
時
敏
日
史
」「
名
越
左
源
太
親
族
付
帳
」「
続
常

不
止
集
」）
で
は
、
一
致
し
て
時
成
は
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
九
月
二
十
四

日
生
ま
れ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
い
ず
れ
も
父
時
敏
本
人
の
自
筆
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で
あ
り
、
信
憑
性
が
か
な
り
高
い
。

　
　

こ
れ
に
基
づ
け
ば
、
時
成
の
派
遣
時
の
年
齢
は
、
満
で
言
う
と
十
七
歳

で
あ
り
、
当
時
一
般
的
だ
っ
た
数
え
で
言
う
と
十
九
歳
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

前
掲
書
の
う
ち
、（
数
え
で
あ
れ
ば
）『
薩
藩
海
軍
史
』
の
み
正
し
い
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。「
二
十
一
歳
」
と
し
た
後
者
は
、
お
そ
ら
く
『
鹿
児
島
県

史
』
の
誤
り
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
（
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
名
越
時

敏
史
料
」
が
未
刊
の
状
況
に
あ
っ
て
は
、
無
理
の
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
）。

　
　

た
だ
、
こ
れ
以
外
に
も
、
昨
年
度
の
派
遣
百
五
十
周
年
あ
る
い
は
平
成

三
十
（
二
○
一
八
）
年
度
の
明
治
維
新
百
五
十
周
年
に
関
連
し
て
刊
行
・
発

信
さ
れ
た
情
報
の
中
に
、「
二
十
一
歳
」
と
記
載
さ
れ
た
も
の
が
少
な
か
ら

ず
見
ら
れ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
早
急
に
訂
正
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
興
味
深
い
史
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
息
子
時
成

（
平
馬
）
が
留
学
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
、
当
時
小
林
郷
等
の
居
地
頭

で
あ
っ
た
時
敏
の
、
藩
士
で
あ
る
一
方
で
、
親
で
も
あ
る
複
雑
な
心
情
が
窺

わ
れ
る
も
の
で
あ
る）

11
（

。
お
そ
ら
く
、
前
述
の
と
お
り
時
成
の
兄
に
当
た
る
幼

子
を
失
っ
た
時
敏
に
と
っ
て
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
生
き
て
帰
れ
な
い
か
も
知

れ
な
い
遠
い
異
国
へ
の
嫡
男
の
派
遣
が
、
な
お
さ
ら
不
安
で
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
　

一
部
簡
単
に
要
約
し
て
時
敏
の
“
弁
明
”
を
紹
介
す
る
と
、（
時
成
は
）
ま

だ
年
若
く
修
行
中
の
身
で
あ
り
、
今
派
遣
さ
れ
る
と
そ
の
時
期
を
逸
し
て
し

ま
う
、
二
十
一
・
二
才
に
な
れ
ば
、
お
受
け
し
た
い
の
だ
が
、
と
の
よ
う
な

内
容
で
あ
る
。

　
　

こ
れ
を
見
て
も
、
少
な
く
と
も
満
年
齢
の
「
二
十
一
歳
」
は
あ
り
得
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
当
時
数
え
年
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら

考
え
れ
ば
、
留
学
下
命
時
数
え
年
が
「
二
十
一
歳
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
低

い
。

　
　

ち
な
み
に
、『
鹿
児
島
県
史
』（
第
三
巻
）
の
初
刊
が
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）

年
で
あ
る
の
に
対
し
、『
薩
藩
海
軍
史
』
の
方
は
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
〜
四

年
で
あ
る）

11
（

の
で
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
『
鹿
児
島
県
史
』
の
方
は
、『
薩
藩
海

軍
史
』
が
数
え
年
で
記
載
し
た
も
の
を
、
満
年
齢
で
記
載
し
た
と
勘
違
い
し
、

そ
れ
を
あ
え
て
数
え
年
に
直
し
た
の
か
と
も
考
え
た
が
、
他
の
留
学
生
も
見

た
場
合
に
、
不
規
則
な
食
い
違
い
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
両

者
の
関
係
性
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
余
計
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
特

に
こ
の
留
学
生
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、『
鹿
児
島
県
史
』
に
せ
よ
『
薩
藩
海

軍
史
』
に
せ
よ
、
名
越
時
成
だ
け
に
限
ら
ず
全
般
的
に
、
他
史
料
・
文
献
等

で
確
認
し
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
お
わ
り
に

  

以
上
、
名
越
時
敏
に
関
す
る
“
誤
説
”
あ
る
い
は
不
適
切
な
情
報
に
つ
い
て
、
限

定
的
に
見
て
き
た
。

  
現
在
『
鹿
児
島
県
史
料 

名
越
時
敏
史
料
』
が
刊
行
継
続
中
で
あ
り
、
終
了
ま
で
も

う
数
年
か
か
る
と
思
わ
れ
、
ま
た
、
例
え
ば
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
の
「
懐
徳
堂
文

庫
」
な
ど
、
調
査
を
尽
く
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
存
在
す
る
。

  

し
た
が
っ
て
、
本
稿
も
あ
く
ま
で
も
「
中
間
報
告
」
的
な
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

今
後
の
刊
行
や
調
査
を
受
け
て
、
し
か
る
べ
き
段
階
で
ま
た
報
告
を
行
い
た
い
と
考

え
て
い
る
。
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【
注
】

（
１
）
内
訳
は
黎
明
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

（
２
）「
名
越
時
敏
史
料
」
の
各
内
容
は
、
次
の
と
お
り

　

①
「
名
越
時
敏
史
料
一
」（
平
成
二
十
二
年
度
）「
名
越
時
敏
日
史
」

　

②
「　

同　
　
　
　

二
」（
平
成
二
十
三
年
度
）「
名
越
時
敏
日
史
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
鵜
戸
詣
道
の
記
」

　

③
「　

同　
　
　
　

三
」（
平
成
二
十
四
年
度
）「
常と

こ
と
わ

不
止
集
」

　

④
「　

同　
　
　
　

四
」（
平
成
二
十
五
年
度
）「
常
不
止
集
」

　

⑤
「　

同　
　
　
　

五
」（
平
成
二
十
六
年
度
）「
続
常
不
止
集
」

　

⑥
「　

同　
　
　
　

六
」（
平
成
二
十
七
年
度
）「
続
常
不
止
集
」「
岩
瀬
之
玉
」

※　

今
年
度
（
平
成
二
十
八
年
度
）
刊
行
分
の
内
訳
等
に
つ
い
て
は
、「
黎
明
館
だ
よ
り
」

（
平
成
二
十
九
（
二
○
一
七
）
年
二
月
一
日
号
）
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

（
３
）
河
津
梨
絵
「『
南
島
雑
話
』
の
構
成
と
成
立
背
景
に
関
す
る
一
考
察
」（『
史
料
編
纂
室

紀
要 

第
二
十
九
号
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
平
成
十
六
（
二
○
○
四
）
年
）
及
び
、
石
上

英
一
「
歴
史
と
素
材
」（『
日
本
の
時
代
史
三
十 

歴
史
と
素
材
』
平
成
十
六
（
二
○
○
四
）

年
、
吉
川
弘
文
館
）
等
参
照
。　

（
４
）「「
名
越
時
敏
（
左
源
太
）」
小
考
（
一
） —

 

姓
名
を
め
ぐ
っ
て —

」（『
黎
明
館
調
査

研
究
報
告 

第
二
十
七
集
』
平
成
二
十
六
（
二
○
一
四
）
年
）

（
５
）「
黎
明
館
所
蔵
「
奄
美
史
談
」（
写
本
）
を
め
ぐ
る
一
考
察 —

特
に
「
南
島
雑
話
」
と

の
関
わ
り
を
中
心
に—

」（『
黎
明
館
調
査
研
究
報
告 

第
一
八
集
』
平
成
十
七
（
二
○
○

五
）
年
）

（
６
）（
石
上
英
一
「
七
十
二
鹿
児
島
史
料
調
査
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
第
四
十
四
号
』

平
成
二
十
一
（
二
○
○
九
）
年
）

（
７
）
鹿
児
島
県
史
料
編
さ
ん
顧
問
五
味
克
夫
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
８
）『
明
治
維
新
人
名
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年
）『
角
川
日

本
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞
典 

四
十
六 

鹿
児
島
県
姓
氏
家
系
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
平
成
六

（
一
九
九
四
）
年
）

（
９
）（『
鹿
児
島
県
史
料 

忠
義
公
史
料 

第
七
巻
』
昭
和
五
十
五
（
一
九
八
○
）
年
）

（
10
）
石
上
英
一
「
史
料
紹
介
と
研
究 

南
島
雑
話
と
そ
の
周
辺 

一
」（『
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
附
属 

画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
通
信 

第
二
十
九
号
』
平
成
十
七
（
二
○
○
五
）
年
）

（
11
）『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典 

四
十
六 

鹿
児
島
県
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
八

（
一
九
八
三
）
年
及
び
、『
日
本
歴
史
地
名
大
系 

第
四
十
七
巻 

鹿
児
島
県
の
地
名
』（
平

凡
社
、
平
成
十
（
一
九
九
八
）
年
）
参
照

（
12
）
い
ず
れ
も
松
下
志
朗
編
『
南
西
諸
島
史
料
集 

第
二
巻
』（
南
方
新
社
、
平
成
二
十
（
二

○
○
八
）
年
）
に
よ
る
。

（
13
）『
鹿
児
島
県
史
料 

名
越
時
敏
史
料
七
』（
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
）

（
14
）『
鹿
児
島
県
史
料 

名
越
時
敏
史
料
一
』（
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
）

（
15
）『
鹿
児
島
県
史
料 

名
越
時
敏
史
料
三
』（
平
成
二
十
五
（
二
〇
一
三
）
年
）

（
16
）「
黎
明
館
だ
よ
り
」（
平
成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年
十
一
月
一
日
号
）

（
17
）『
鹿
児
島
県
史
料 

名
越
時
敏
史
料
一
』（
平
成
二
十
三
（
二
○
一
一
）
年
）

（
18
）『
鹿
児
島
県
史
料 

名
越
時
敏
史
料
四
』（
平
成
二
十
六
（
二
○
一
四
）
年
）

（
19
）「
常
不
止
集
」（
一
之
巻
下
）（『
鹿
児
島
県
史
料 

名
越
時
敏
史
料
三
』（
平
成
二
十
五
（
二

○
一
三
）
年
））

（
20
）
一
方
、
明
治
以
降
に
作
成
さ
れ
た
名
越
時
成
家
の
戸
籍
（
除
籍
簿
）
に
は
、
時
成
は

泰
蔵
の
「
長
男
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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（
21
）『
鹿
児
島
県
史
料 

名
越
時
敏
史
料
六
』（
平
成
二
十
八
（
二
○
一
六
）
年
）

（
22
）「
名
越
時
敏
日
史
」（
元
治
二
（
一
八
六
五
）
年
二
月
十
日
）『
鹿
児
島
県
史
料 

名
越

時
敏
史
料
二
』（
平
成
二
十
四
（
二
○
一
二
）
年
）

（
23
）『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
）

（
う
ち
く
ら　

あ
き
ふ
み　

本
館
調
査
史
料
室
長
）


